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水産基本計画のポイント

平成１９年３月

第１ 水産に関する施策についての基本的な方針

水産業・漁村をめぐる情勢の変化

① 国民の食生活における水産物の重要性と消費流通構造の変化

・水産物は、動物性たんぱく質供給の４割を占め、「日本型食生活」の実現

に極めて重要。

・食の外部依存や若い世代を中心とする急速な「魚離れ」の進行、スーパー

マーケットによる販売シェアが上昇。

② 国際化の進展と水産物の世界的需要の高まり

・海外市場で他国との購入競争に敗れる「買い負け」が発生。

・我が国による輸出は年々増加（平成１８年も対前年比２割増）。

③ 資源状況の悪化

・我が国周辺水域の半数以上の資源が低位水準。世界的にも資源状況が悪化。

④ 漁業生産構造の脆弱化

・就業者の高齢化が進行。漁船についても高船齢化が進行。

⑤ 水産業・漁村に対する国民の期待の高まり

・自然環境の保全や交流の場の提供を始めとする水産業・漁村の多面的機能

への期待が高まっている。

○ このような情勢の変化に的確に対応し、水産物の安定供給を図ると

ともに、力強い水産業と豊かで活力ある漁村を確立するため、水産政

策の改革を早急に進めることが必要。
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第２ 水産物の自給率の目標

○ 漁業生産・水産物消費の両面にわたる取組を進め、水産物消費の

減少傾向に歯止めをかけるとともに国内漁業生産の増大を図ること

により、水産物の自給率の着実な向上を図っていく。

平成２９年度の水産物の自給率目標

（自給率目標）

平成16年度 平成17年度 平成29年度

（％） （％） （％）

魚介類（食用） ５５ ５７ ６５

魚介類（全体） ４９ ５０ ５６

海藻類 ６５ ６７ ７０

（持続的生産目標）

平成16年度 平成17年度 平成29年度

（万トン） （万トン） （万トン）

魚介類（食用） ４４２ ４４５ ４９５

魚介類（全体） ５１８ ５１１ ５６８

海藻類 ６０ ６２ ６３

（望ましい水産物消費の姿）

平成16年度 平成17年度 平成29年度

（万トン、㎏）（万トン、㎏）（万トン、㎏）

魚介類（食用） ８００ ７８２ ７６４

（３５） （３４） （３４）

魚介類（全体） １，０５２ １，０２７ １，０２０

海藻類 ９３ ９２ ９０

（１．３） （１．３） （１．３）

（注）上段は１年当たりの国内消費仕向量（万トン）、下段の（ ）内は１人１年当

たりの供給純食料（㎏）。
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第３ 水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

１ 低位水準にとどまっている水産資源の回復・管理の推進

（１）水産資源に関する調査及び研究の推進

・地球温暖化を始めとする地球規模での環境変動の主要魚種への影響を

評価・予測。

・水産資源の動向や管理の状況について、周辺水域における資源の全体

状況を含め、分かりやすい形で情報提供。

（２）我が国の排他的経済水域等における資源管理

・漁獲量の個別割当方式に関して、漁獲競争の抑制や計画的な漁獲活動

の促進の面で効果や、遵守徹底が難しいといった問題があることを踏ま

え、その導入について検討。

・資源回復計画を着実に推進するとともに、回復目標を達成した資源に

関し、その水準の維持安定及び合理的な利用を計画的に推進する新たな

枠組み（「ポスト資源回復計画」）を導入。

・違反操業の監視・取締り能力を向上。特に、密漁等に対する罰則の引

上げ、行政処分の厳格化等による違反防止対策を強化。

（３）公海域を含む国際的な資源管理の推進

・我が国のリーダーシップを発揮しつつ、地域漁業管理機関を活用して

過剰漁獲の削減、ＩＵＵ（違法、無報告、無規制）漁業の取締りを始め

とする取組を強化。

・鯨類について、セントキッツ・ネービス宣言を踏まえ、持続的な利用

の実現に向け、国際的な理解の拡大に取り組む。

（４）海外漁場の維持・開発を国際協力の推進

・公海等の未利用資源の活用も含めた新漁場の調査及び企業化を促進。

・国際的な資源管理に資する分野に重点を置いて、海外漁業協力を推進。

（５）海面・内水面を通じた水産動植物の生育環境の改善と増養殖の推進

・漁場保全の森づくりや藻場・干潟の造成・保全等により森・川・海を

通じた環境保全を推進。

・大型クラゲ、トド、カワウ等の野生生物による漁業被害防止対策を推進。
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・効率的な種苗放流体制の確立等により、環境・生態系と調和した増殖

を推進。

・大規模養殖・波浪の強い海域での養殖に必要な技術の開発・利用の促

進等により持続的な養殖生産を推進。

２ 国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立

（１）我が国水産業の将来展望の確立

・漁業生産構造の展望や、漁業経営の展望を提示。

（２）国際競争力のある経営体の育成・確保に向けた施策の集中

・漁船漁業改革推進集中プロジェクトを立ち上げ、収益性重視の操業・

生産体制の導入等による経営転換を促進する漁船漁業構造改革対策を平

成１９年度から実施。

・平成２０年度を目途に、積極的かつ計画的に経営改善に取り組む経営

体を対象として収入の変動による漁業経営への影響を緩和する新しい経

営安定対策を導入。

（３）漁業生産資材の生産・流通・利用の合理化の促進

・漁協系統を始めとする関係者による生産・流通・利用の合理化に向け

た行動計画の策定及び公表を促進。

（４）漁業保険制度の適切な運用

・漁業共済制度、漁船保険制度を適切に運用。

・漁業共済事業等の事業経営の健全性を確保。

（５）活力ある漁業就業構造の確立

・漁業外からも含む新規就業や異業種事業者による新規参入を促進。

・高校・大学等を通じた実践的な専門教育を充実し、専門知識を生かし

た雇用・就業機会を確保。

（６）各漁業種類の課題への的確な対応

ア 遠洋漁業

・海外漁場の維持及び開発、各種規制の緩和や省エネ、省人型の漁船等

への円滑な代船を促進。

イ 沖合漁業
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・産地の販売力の強化、各種規制の緩和や省エネ、省人型の漁船等への

円滑な代船を促進。

ウ 沿岸漁業

・資源の増殖、漁場環境の改善や省エネ・省人化技術の導入を促進。

エ 海面養殖業

・適正養殖規範の策定・普及を進めつつ、漁場環境に優しく消費者の信

頼に応える養殖業であることを認証する仕組みの構築について検討。

・漁業権の利用度合いにアンバランスが生じている場合があること等に

対応して、より広域を対象とした漁場の総合的かつ効率的な利用を図る

ための具体的な方策について検討。

オ 内水面漁業・養殖業

・カワウ等による食害防止や疾病対策を推進するとともに、地域の特色

を生かした品種改良等により淡水魚等の付加価値の向上と利用を促進。

３ 水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策の展開

（１）産地の販売力強化と流通の効率化・高度化

・国産水産物の競争力を強化するため、ロットをまとめ、規格を揃えて

水産物の安定供給を図る市場を核とした流通拠点を整備するとともに、

前浜と消費者をつなぐ、産地直送を含む多様な流通経路を構築。

・電子タグ等の情報通信技術（ＩＴ）を活用して、流通コストの削減や

鮮度保持・品質管理を推進。

・水産物の需給及び価格の安定に向けて、水産物の調整保管を適切に実

施。

（２）水産加工による付加価値の向上

・消費者ニーズに即した新製品の開発等により新たな需要を創出。

（３）小売部門の強化

・魚の旬等に関する情報提供の充実とこれを担う人材の育成を促進。

（４）水産物の輸入の確保と輸出戦略の積極的な展開

・衛生管理体制の強化や輸出証明発行体制の整備等により水産物の輸出

戦略を積極的に展開。
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（５）消費者との信頼のネットワークの構築を通じた水産物消費の拡大と食

育の推進

・生産から加工流通に至る各段階における衛生・品質管理を徹底するほ

か、トレーサビリティ・システムも活用しつつ、水産物の栄養特性や安

全性に関する消費者への情報提供を充実。

・水産エコラベルについて、我が国の資源管理の特徴や優れた点を十分

に反映したシステムの導入や、漁業者の取組を促進。

・学校給食における地場水産物の活用や水産業に関する体験機会の提供

を通じて、食育を積極的に推進。

４ 水産業の未来を切り拓く新技術の開発及び普及

（１）現場のニーズに対応する新技術の開発及び普及

・省エネルギーや省人・省力化により漁業経営の合理化に資する技術、

増養殖の高度化に資する技術等の新技術の開発・普及を推進。

（２）バイオマス資源の利活用の促進

・バイオマス・ニッポン総合戦略に基づき、海洋バイオマスを効率的に

利活用する技術の開発・普及を推進。

（３）知的財産の創造・保護・活用

・ＤＮＡ品種識別技術の開発を通じた育成者権の保護や登録商標制度等

を活用した地域ブランドの確立を促進。

５ 漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面的機能の発揮

（１）力強い産地づくりのための漁港・漁場の一体的な整備

・我が国周辺水域の資源生産力の向上を図るため、藻場・干潟の造成・

保全等を推進するほか、国が主体となった漁場整備事業を行うための制

度改正に取り組む。

・我が国水産業の国際競争力を強化するため、水産物の流通拠点を中心

として、生産コストの縮減、鮮度の保持、衛生管理の高度化に資する水

産物供給基盤の整備を推進。

（２）安全で活力のある漁村づくり
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・災害に強い漁業地域づくりガイドラインの普及や、避難路・避難地の

整備等により漁村の防災力を強化。

・汚水処理施設等の整備や公共施設や歩行空間等のバリアフリー化を推

進し、漁村の生活環境を向上。

・魅力的な地域資源を活用した漁村づくりや都市と漁村の共生・対流の

取組の全国的な展開を促進。

（３）漁業と海洋性レクリエーションとの調和がとれた海面利用の促進

・資源管理や漁場利用調整のルールづくりや、地域において長期に定着

しているルールの公的規制への移行を促進。

（４）水産業・漁村の有する多面的機能の発揮

・離島漁業再生支援交付金事業の着実な推進を図るほか、藻場・干潟の

維持管理等の環境・生態系保全活動を促進する方策の確立を図る。

６ 水産関係団体の再編整備（漁業協同組合系統の組織・経営・事業の改革）

・組織基盤の強化を図るための合併の加速化を図るとともに、組合員資格

審査の適正化等のための制度改正に取り組む。

・事業部門別の損益状況の開示義務化等に係る制度改正に取り組むほか、

経営不振漁協の再建計画の早急な策定・実施等により抜本的な事業改革

を促進。

第４ 水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

１ メリハリの効いた分かりやすい政策体系の構築と透明性の確保

２ 消費者・国民の視点を踏まえた公益的な観点からの施策の展開

３ 事業者や産地の主体性と創意工夫の発揮の促進

４ 財政措置の効率的かつ重点的な運用


